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 資料  
 
庁 舎 建 設 に 関 す る 駐 車 台 数 の 積 算 根 拠 に つ い て  
 
基 本 構 想 時 点 で １ ７ ０ 台 必 要 と し た 積 算 根 拠 は 、  
各 自 治 体 で 参 考 と し て い る 計 算 方 法 を 用 い て 算 出 し て い る 。  
 
そ の 積 算 根 拠 と し て 使 用 し て い る 著 は 、  
「 市 ・ 区 ・ 町 ・ 役 所 の 窓 口 事 務 施 設 の 調 査 」（ 関 龍 夫 ） 及 び  
「 最 大 滞 留 量 の 近 似 的 計 算 法 」（ 岡 田 光 正 ） の 著 で あ る 。  
 
ま た 、 両 名 の 著 を 参 考 と し て 出 版 し て い る 書 物 は 、  
「 建 築 計 画 ・ 設 計 シ リ ー ズ ７ （ 庁 舎 建 設 ）」 市 ヶ 谷 出 版 社  
編 集 委 員 長 に 谷 口 汎 邦 （  た に ぐ ち  ひ ろ く に  ）  
武 蔵 野 工 業 大 学 教 授 ・ 東 京 工 業 大 学 名 誉 教 授  

 
 
な お 、 基 本 計 画 に は 、 著 の 表 示 は 行 わ な い 。  
 
【 著 を 参 考 と し て 表 示 し て い る 主 な 自 治 体 】  
福 岡 県 筑 紫 野 市  基 本 方 針 （ Ｈ 2 7 . 7） 1 0 2 千 人  
栃 木 県 小 山 市  基 本 計 画 （ Ｈ 2 9 . 1 2） 1 6 7 千 人  
大 阪 府 柏 原 市  基 本 構 想 （ Ｈ 3 0 . 2）  6 9 千 人  
島 根 県 松 江 市  基 本 計 画 （ 策 定 中 ）  2 0 4 千 人  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新庁舎の「建設予定地」に関する検討資料 

（ 第８回市民検討委員会 検討資料 ） 
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１．評価指標の数値基準の整理 
 
（１）数値基準の整理 
①中心性の範囲について 

・本市において、駅前を中心に指定されている商業系用途地域等の面積割合が、都市計画区域全

域に対して約 1％程度であることから、これに準じて市全体の中心性の範囲を全区域の 1％と設
定します。 

・中心性の範囲については、都市活動の中心となる商業・業務等を集積・誘導する区域に指定され

ている商業系用途地域等が、都市計画区域全域に占める範囲と同等として設定します。商業系用

途地域等は「商業地域」及び「近隣商業地域」、それらに連担している「準住居地域」及び「第

二種住居地域」とします。 
 
・市全体並びに原町の都市計画区域面積及び用途地域面積は下表のとおりとなっており、これらか

ら算出した結果は以下のとおりとなります。 
 
＜市全体＞ 
商業系用途地域等（商業地域・近隣商業地域・準住居地域・第二種住居地域）の面積÷都市計画

区域の面積×100（％） 
＝（43.2ha＋31.4ha＋18.0ha＋27.0ha）／22,429ha×100（％） 
＝119.6ha／22,429ha×100（％）≒0.53（％） 
 
＜原町＞ 
商業系用途地域等（商業地域・近隣商業地域・第二種住居地域）の面積÷都市計画区域の面積×

100（％） 
＝（31.0ha＋16.0ha＋21.0ha）／9,606ha×100（％） 
＝68.0ha／9,606ha×100（％）≒0.71（％） 
 

⇒数値基準は分かりやすいように、整数等の切りの良い数値で設定とし、各算出結果の 0.53％並び
に 0.71％を含めるため、数値は繰り上げとし、中心性の範囲を 1％と設定します。 

 

地区名 

面積(ha) 

都市計画

区域 

商業系用途地域等 

商業地域 
近隣商業 

地域 
準住居地域 

第二種住居 

地域  

原町 9,606 31.0 16.0  21.0 68.0 

小高 6,774 9.0 7.0  
 

16.0 

鹿島 6,049 3.2 8.4 18.0 6.0 35.6 

市全体 22,429 43.2 31.4 18.0 27.0 119.6 

※都市計画区域面積は平成 30年 9月公告（福島県）、用途地域面積は市ホームページによる 
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②中心円の半径について 

・本市の行政区域全体の面積が約 400 ㎢であることから、全体面積の 1％の約 4 ㎢を中心円の大

きさとして、その中心円の半径の概ねの距離となる1.2kmを当該指標の圏域として設定します。 
・本市の行政区域全体の面積は 398.58 ㎢であることから、①より本市の中心性の範囲を 1％として
設定し、これらから算出した中心円の大きさ及び半径は以下のとおりとなります。 

 
中心円の大きさ：398.58 ㎢×1（％）=3.9858 ㎢ 
中心円の半径：√（3.9858 ㎢÷3.14）≒√（1.27 ㎢）≒1.13km 
 

⇒数値基準は分かりやすいように、100m単位の切りの良い数値で設定するとともに、算出結果に
よる 1.13kmを含めるため、数値は繰り上げとし、当該圏域の数値基準となる中心円の半径を
1.2kmと設定します。 
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２．総合評価 
（１）総合評価の考え方 
新庁舎建設場所の基本的な考え方に基づく評価指標により、候補地区を以下の３地区に選定し、

現庁舎敷地及び市民文化会館駐車場については周辺の民地を含むケースも併せて、総合評価とし

て事業性評価を行い、今後、本結果を踏まえ新庁舎建設場所について決定していきます。 
＜候補地区＞ 

・現庁舎敷地   ・市民文化会館駐車場敷地   ・高見町敷地（道の駅北側） 
 
 

（２）事業性評価について 
事業性評価は以下の視点により評価項目を設定して、次頁のとおり評価を行います。 
①経済性 
事業の経済性として、市の支出を極力抑えることが求められます。そのため、新庁舎の建設に

当たって必要となる財政負担による評価を行います。 
＜評価項目例＞ 

・建設に係る概算事業費 
・建設に関し付随する工事 
・新庁舎建設に必要となる引越作業回数 

 
②実現性 
合併特例債を活用することから計画期間内に着実に整備を行えることが重要であり、建設地の

条件として不確定要素も想定し速やかに工事に着手できるか評価を行います。 
＜評価項目例＞ 

・市民サービスに支障の出ない行政機能の維持（仮設庁舎） 
・新庁舎建設に関する不確定要素（代替地の確保等） 

 
③敷地利用性 
市民が利用しやすく、効率的な庁舎整備ができる場所が望ましいことから、建物配置や駐車場確

保等の敷地利用性について評価を行います。 
＜評価項目例＞ 

・利用しやすく効率的な建物配置の容易性 
・必要台数を満たす駐車場の確保 
・近隣民家等への日影の影響 

 
④まちづくりへの適合性 
新庁舎整備がまちづくりに適合するため、法令上の制限と整合していることや、周辺の交通環

境に支障が出ないことが求められることから、その条件について評価を行います。 
＜評価項目例＞ 

・建設上の法令制限（用途地域との整合性） 
・自動車交通（混雑・危険性）



4 

（３）新庁舎候補地区の事業性評価結果 
※ 評価項目に対する評価は◎が「特に評価できる」、○が「評価できる」、△が「評価できるとは認められない」 

評価項目 １．現庁舎敷地 ２．市民文化会館駐車場 ３．高見町敷地(道の駅北側) 

基本情報 

現況土地利用 ・庁舎 ・駐車場 ・仮設住宅 

敷地面積 ・約6,600㎡（全体：約10,200㎡） ・約10,400㎡ ・約14,700㎡ 

用途地域 

（容積率・建ぺい率） 

・準工業地域（200%・60%） 

・第一種住居地域［北庁舎等］（200%・60%）建物制

限有 

・準工業地域［道路沿い］（200%・60%） 

・第一種中高層住居専用地域［奥側駐車場等］（200%・

60%）建物制限有 

・準工業地域（200%・60%） 

①経済性 

概算事業費 ・約83.4億円 
△ 

・約73.9億円 
◎ 

・約79.0億円 
○ 

付随する工事 ・特になし 
○ 

・法定外道路の付替道路の整備 
△ 

・敷地周辺の狭あい道路の整備 
△ 

引越作業回数 ・２回 
△ 

・１回 
○ 

・１回 
○ 

②実現性 

行政機能の維持 ・業務維持のため仮設庁舎建設が必要 
△ 

・建設中も現庁舎にて業務維持 
○ 

・建設中も現庁舎にて業務維持 
○ 

不確定要素 

（代替地の確保等） 

・仮設庁舎の建設場所の確保 
△ 

・市民文化会館の来場者用駐車場の代替地確保 
△ 

・特になし 
○ 

③敷地利用性 

建物配置の容易性 ・敷地面積や形状から制限あり 
△ 

・用途地域の敷地形状から一部制限あり 
○ 

・敷地面積が広いため自由度が高い 
◎ 

駐車場の確保 ・必要台数の確保のため、立体駐車場の整備 
△ 

・当該敷地及び現庁舎敷地の活用により、必要台数

の確保が可能 
◎ 

・必要台数の確保のため、立体駐車場の整備 

（職員用駐車場分を含む） 
△ 

日影の影響 ・建設位置により、周辺への日影の影響なし 
○ 

・建設位置により、周辺への日影の影響なし 
○ 

・建設位置により、周辺への日影の影響なし 
○ 

④まちづくり

への適合性 

法令制限 

（用途地域との整合性） 

・準工業地域であり建設可能 
○ 

・準工業地域であり建設可能（東側のみ） 
○ 

・準工業地域であり建設可能 
○ 

自動車交通 ・特になし 
○ 

・特になし 
○ 

・通勤時間帯を中心に陸橋等で混雑の発生が予想 

・国道交差点付近で混雑の発生が予想 

・原町第二中学校の南側及び東側の安全対策が必要 

△ 

総括 

合計数 
◎ ○ △ ◎ ○ △ ◎ ○ △ 

         

評価結果 

・現庁舎敷地のみでは仮設庁舎建設が必要であり、それに

より概算事業費が高くなることや、敷地面積や形状から

制限等があり、評価は最も低くなっています。 

・市民文化会館駐車場は、概算事業費が最も低く、評価が

高くなっていますが、事業期間中、駐車場の代替地の確

保等が必要です。 

・高見町敷地は、建物配置の容易性や実現性の評価が高く

なっていますが、交通混雑の発生が予想されること、周

辺の道路整備（安全対策）等が必要となります。 
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新庁舎候補地区平面図案

公用車用：約80台

平面(約30台)＋立駐(約80台)
＝来庁者用：約110台

＋

ゆめはっと・来庁者兼用：
約320台

＝ 約430台

※職員用は現状のまま
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【北側の第一種住居地域に対する日影規制】
・立体駐車場(2F)は10m以下となるため日影規制の対象外
・敷地から5m超に5時間以上の日影(5時間日影線)を制限
・敷地から10m超に3時間以上の日影(3時間日影線)を制限
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【北側の第一種住居地域に対する日影規制】
・立体駐車場(2F)は10m以下となるため日影規制の対象外
・敷地から5m超に5時間以上の日影(5時間日影線)を制限
・敷地から10m超に3時間以上の日影(3時間日影線)を制限
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ゆめはっと用（現庁舎敷地）：
約220台

ゆめはっと・来庁者兼用：
約210台

＝

＋

約430台

※公用車用・職員用は現状のまま
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【北側一部の第一種中高層住居専用地域に対する日影規制】
・敷地から5m超に4時間以上の日影(4時間日影線)を制限
・敷地から10m超に2.5時間以上の日影(2時間30分日影線)を制限
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【北側一部の第一種中高層住居専用地域に対する日影規制】
・敷地から5m超に4時間以上の日影(4時間日影線)を制限
・敷地から10m超に2.5時間以上の日影(2時間30分日影線)を制限
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